
 

平成 29 年度事業報告書 

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日 

           特定非営利活動法人 

                       ふれあい福祉の会 山びこへるぷ 

 

 

１ 事業の成果 

  介護保険改正等に伴い、さらに地域住民による助け合い活動への認識が高まりを見せてきています。 

 「困ったときはお互い様」と近隣の方々の助け合う行動は、誰もが安心して最後まで自分らしく 

暮らしていくには、これからもずっと続けていくことの大切さが広く理解されてきています。 

私たちの助け合い活動も、自治体や地域のコミュニティ団体、その他の団体とのネットワークの 

構築にも積極的に取り組むことで、「新しいふれあい社会つくり」への参画が大きな広がりとして 

進められていることが今年度の成果であると思います。 

 

２ 事業の実施に関する事項 

（１）特定非営利活動に係る事業 

定款の 

事業名 
事 業 内 容 

実施 

日時 

実施 

場所 

従事者

の人数 

受益対象者 

の範囲 

及び人数 

 

支出額 

 

（千円） 

家事援助及

び介助援助

に係る事業 

高齢者、障害者 

その他困難を抱える家

庭への生活援助（調理、

洗濯、掃除、外出支援、

お世話等） 

通年日曜日

は休み、それ

以外の日は

実施 

鳴門市及び

近隣の市町

村の利用者

宅 

25 名 利用希望者（高

齢者、障害者他） 

178 名 

739 

 

 

 

 

食事サービ

スに係る事

業 

高齢者、障害者及び調

理が困難な方への夕食

サービス 

毎火曜日 15

時から 17 時

まで 

鳴門市及び

近隣の市町

村の利用者

宅  

   

0 名 利用希望者（一

人暮らしの高齢

者、障害者及び

調理が困難 な

人）0 名 

0 

 

 

 

 

託児サービ

スに係る事

業 

子育て中の家族への生

活援助及び乳幼児の見

守り、預かり等 

通年月曜日

は休みそれ

以外の日は

実施 

鳴門市及び

近隣の市町

村の利用者

宅 

5 名 利用希望者 の

（妊娠中の若い

ご夫婦、乳幼児

等）7 名 

123 

 

 

 

介護保険法

に基づく居

宅サービス

に係る事業 

介護保険対象 

訪問介護事業 

居宅介護支援事業 

通所介護事業 

毎年日曜日

以外の日は

実施 

徳島県内 

利用者宅 

38 名 利用希望者 

（介護保険認定

者 138 名 

46,990 

 



  

 

障害者自立

支援法に基

づく障害者

福祉サービ

スに係る事

業 

障害者総合支援対象 

居宅介護・重度訪問介

護（身体介護・生活援

助・通院介助・乗降介

助サービスをする） 

通年日曜日 

以外の日 

午前 8 時か

ら午後 6 時

まで 

徳島県内 

利用者宅 

15 名 利用希望者 

（障害区分 

認定者） 

26 名 

15,300 

 

 

 

一般乗用旅

客自動車運

送事業（福祉

輸送事業限

定） 

車椅子を必要とする患

者等並びにその付添い

人の輸送サービス 

通年月曜日

から金曜日、

午前 8 時か

ら午後 5 時

まで 

徳島県内 2 名 利用希望者 

（障害者、高齢

者等） 

 0 名 

0 

 

 

児童福祉法

に基づく障

害児通所支

援事業 

放課後デイサービス事

業 

通年毎月曜

日から金曜

日午後 1 時

から午後 6

時 30 分 

鳴門市 

｢ふれあいﾃﾞ

ｲﾎｰﾑみんな

の家｣ 

 

0 名 利用希望者 

（障害区分 

 認定者） 

0 名 

0 

 

 

 

前各号の目

的を達成す

るために必

要な事業 

過疎の島において 

閉じこもりがちの 

高齢者の方々へのふれ

あいデイサービスをす

る 

通年毎月 

主に月曜日 

火曜日から

金曜日随時 

鳴門市 

｢みんなの家

やまびこ」に

おいて 

3 名 利用希望者 

（一人暮らしの

高齢者等） 

15 名 

773 

高齢者、障害者の方々

への生きがい 

健康づくりのためのデ

イサービスをする（鳴

門市委託事業） 

通年毎月 

月曜日 

鳴門市 

「ふれあい

デイホーム 

みんなの家」 

において 

2 名 利用希望者 

（鳴門市介護予

防事業登録者

で65歳以上の

高齢者） 

14 名 

773 

 

※ 実施日時 

・ 家事援助及び介助援助に係る事業 

・ 食事サービスに係る事業 

・ 託児サービスに係る事業 

・ 介護保険法に基づく居宅サービスに係る事業 

・ 障害者総合支援法に基づく障害者福祉サービスに係る事業 

・ 一般乗用旅客自動車運送事業（福祉輸送事業限定） 

・ 前各号の目的を達成するために必要な事業 

上記事業は年末年始(12 月 29 日～1 月 5 日)及び(8 月 11 日～8 月 15 日)は休みとなる 


